
利
用
者
が
年
々
増
加
し
て
い
る
会
計
ソ
フ
ト
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
サ

ポ
ー
ト
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

当
会
指
定
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
経
由
に
て
会
計
デ
ー
タ
等
を
提
出
し
、
事
務

局
側
で
入
力
内
容
等
の
確
認
を
行
う
こ
と
で
、
帳
簿
チ
ェ
ッ
ク
や
仮
決
算
等
の
作

成
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
。
（
利
用
可
能
な
会
計
ソ
フ
ト
は
左
記
参
照
）

「
い
そ
が
し
く
て
来
局
で
き
な
い
」
等
の
会
員
皆
様
の
声
に
合
わ
せ
た
新
た
な

サ
ポ
ー
ト
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

詳
細
は
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
又
は
事
務
局
ま
で
。
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青
色
ニ
ュ
ー
ス

１、オンラインサポート開始
２、懇親会のお知らせ
３、インボイス制度
４、屋形船割引サービス
５、会計ソフト研修会
６、電子帳簿保存法
７、源泉徴収関係
８、予定納税減額承認申請

（一社）品川青色申告会
品川区南品川4-2-32
品川税経会館 １階
電話 03(3474)7564(代)
ＦＡＸ 03(3458)2616

令和5年5月号

第 63 号

当会ホームページ

ク
ー
ル
ビ
ズ
に
つ
い
て

事
務
局
対
応
に
つ
い
て

令
和
５
年
６
月
16
日(

金)

は
、

午
後
よ
り
代
議
員
総
会
が
予
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
終
日
予
約

枠
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。他

の
営
業
日
に
予
約
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

令
和
５
年
５
月
１
日
～
10
月

31
日
ま
で
の
期
間
、
事
務
局
で

は
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
行
い
ま
す
。

ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

帳
簿
の
確
認
が
来
局
不
要
に

利
用
可
能
な
会
計
ソ
フ
ト

・
ブ
ル
ー
エ
イ
ト

・
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ

・
や
よ
い
の
青
色
申
告

（
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
版
17
以
降
）

・
ツ
カ
エ
ル
青
色
申
告
オ
ン
ラ
イ
ン

※

ツ
カ
エ
ル
青
色
申
告
オ
ン
ラ
イ
ン
は
、

会
計
デ
ー
タ
の
提
出
は
不
要
で
す
。

オンラインサポート開始

オンラインサポート
利用方法はこちら
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日

時

令
和
５
年
６
月
16
日
（
金
）

17
時
15
分
よ
り
（
開
場
予
定
17
時
頃
）

（
約
1
時
間
～
１
時
間
半
程
度
を
予
定
）

場

所

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館
（
き
ゅ
り
あ
ん
）

７
階
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

東
京
都
品
川
区
東
大
井
５
丁
目
１
８
番
１
号

参
加
費
用

１
名
に
つ
き

３
千
円

※

完
全
予
約
制

※

６
月
13
日(

火)

以
降
の
キ
ャ
ン
セ
ル
の
場
合

費
用
全
額
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

参
加
資
格

会
員
及
び
そ
の
専
従
者
・
配
偶
者
・
親
族
等

1
会
員
に
つ
き
会
員
含
め
２
名
ま
で

申
込
方
法

（
一
社
）
品
川
青
色
申
告
会
ま
で

☎

０
３
（
３
４
７
４
）
７
５
６
４
（
代
）

令
和
５
年
６
月
16
日
に
開
催
予
定
の
第

７
回
代
議
員
総
会
終
了
後
に
会
員
皆
様
の

親
睦
を
深
め
る
た
め
、
懇
親
会
を
開
催
い

た
し
ま
す
（
左
記
参
照
）
。
４
年
ぶ
り
の

開
催
と
な
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

な
お
、
参
加
人
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
事
前
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

代
議
員
総
会
懇
親
会
の
ご
案
内

品川区立総合区民会館（きゅりあん）
京浜東北線・東急大井町線・りんかい線
大井町駅より徒歩２分
※駐車場は商業施設との共用の為、電車やバス
等の公共交通機関をご利用ください。

７階 イベントホール
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イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を

検
討
中
の
方
へ

個
人
ご
と
に
イ
ン
ボ
イ
ス
申

請
の
必
要
性
が
変
わ
る
為
、
今

後
の
ご
相
談
は
個
別
で
対
応
い

た
し
ま
す
。

な
お
、
書
面
提
出
の
場
合
、

申
請
後
登
録
通
知
が
届
く
ま
で

に
約
３
か
月
程
度
か
か
る
と
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
余
裕
を

も
っ
て
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

インボイス申請を済まされた方へ

請
求
書
・
領
収
書
の
準
備
は
大
丈
夫
で
す
か

適
格
請
求
書(

イ
ン
ボ
イ
ス)

の
主
な
記
載
事
項

①
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号
（
追
加
項
目
）

②
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

③
取
引
年
月
日

④
取
引
内
容
（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）

⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額
税
抜
き

又
は
税
込
み
）
及
び
適
用
税
率

⑥
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等

不
特
定
多
数
者
に
対
し
て
販
売
を
行
う
一
部
の
業
種

に
つ
い
て
は
、
『
適
格
請
求
書
』
に
代
え
て
、
『
適
格

簡
易
請
求
書
』
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

帳
簿
等
の
準
備
は
大
丈
夫
で
す
か

イ
ン
ボ
イ
ス
申
請
を
行
う
こ
と
で
、
今
ま
で
消
費
税
の
免
税

事
業
者
で
あ
っ
た
方
も
納
税
義
務
が
発
生
し
、
そ
れ
に
伴
い
令

和
５
年
10
月
以
降
、
会
計
ソ
フ
ト
の
設
定
変
更
も
含
め
た
消
費

税
対
応
の
帳
簿
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
消
費
税
申
告
に
伴
い
、
届
出
書
・
申
請
書
等
の
提
出

の
有
無
の
確
認
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
８
月
頃
ま
で

に
一
度
来
局
を
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
10
月
以
降
の
領
収
書
・
請
求
書
に
つ
い
て
、
今

ま
で
の
情
報
に
追
加
し
て
、
下
記
の
よ
う
に
登
録
番
号
の
記

載
や
記
載
方
法
の
一
部
変
更
等
が
発
生
し
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
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いわた丸
品川区東大井１－２５－３
℡ 03（3471）1322

丸裕
港区港南５－１－２３
℡ 03（5479）5632

※お申し込みは（一社）品川青色申告会まで ℡03（3474）7564(代)
※キャンセルは直接船宿にご連絡ください。（時期によりキャンセル料がかかります）

お一人様 ￥１２，０００
（飲み放題 消費税込み）

１０人以上１４人まで ５％割引
１５人以上２９人まで １０％割引
３０人以上４９人まで １５％割引
５０人以上 ２０％割引

※最低保証予定人数：１０人

◎ コンパニオンをご希望の場合は別料金となります
◎ ご利用様の中に当会会員がいらっしゃればＯＫ

本
会
会
員
な
ら
、
ご
利
用
人
数
に
よ
っ

て
最
大
20
％
の
割
引
！

青
色
申
告
会
会
員
の
船
宿
（
屋
形
船
の

事
業
所
）
だ
か
ら
実
現
で
き
た
特
別
価
格
。

四
季
折
々
の
風
流
と
、
お
台
場
の
夜
景
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
！

代
表
的
な
コ
ー
ス

お
台
場
周
遊
コ
ー
ス

品
川→

天
王
洲
ア
イ
ル→

お
台
場

→

晴
見→

勝
鬨
橋→

品
川

隅
田
川
遊
覧
コ
ー
ス

品
川→

お
台
場→

晴
見→

永
代
橋

→

清
洲
橋→

勝
鬨
橋→

品
川

周
遊
コ
ー
ス
は
各
船
宿
に
ご
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

屋

形

船

久
し
ぶ
り
に
の
ん
び
り
船
旅
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青
色
申
告
特
別
控
除
65
万
円
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
会

計
ソ
フ
ト
の
利
用
が
お
す
す
め
で
す
。

会
計
ソ
フ
ト
教
室
で
は
、
当
会
が
推
奨
す
る
会
計
ソ
フ
ト
を
使
用
し
、

65
万
円
控
除
に
対
応
し
た
帳
簿
の
作
成
方
法
を
ご
説
明
し
ま
す
。

お
申
し
込
み
は
、
電
話
か
青
色
ア
プ
リ
に
よ
る
事
前
予
約
制
と
な
り

ま
す
。

※

65
万
円
控
除
は
、
不
動
産
貸
付
の
み
を
行
っ
て
い
る
方
の
場
合
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

会
計
ソ
フ
ト
教
室

開
催
の
ご
案
内

～

65
万
円
控
除
を
目
指
す
方
へ

～

日 時 下記参照
講義時間 約２時間程度
受講料 無料
申込受付 事前予約制
定 員 ８名

（参加者２名以下の時は、
個別対応となります）

会 場 事務局 会議室
持ち物 筆記用具等

日 時
会計ソフト

※

６月１９日(月) １４時～ エイト

６月２０日(火) １０時～ エイト

６月２１日(水) １４時～ ツカエル

６月２２日(木) １０時～ ツカエル

７月１１日(火) １４時～ エイト

７月１２日(水) １０時～ エイト

７月１３日(木) １４時～ ツカエル

７月１４日(金) １０時～ ツカエル

当会推奨クラウド会計ソフト

(※)会計ソフト

エイト ブルーエイト

ツカエル
ツカエル青色申告
オンライン

主なメリット
・インターネット接続環境があれば利用可
・ウィンドウズ・マックどちらでも利用可能
・自動でアップデートされるためバージョンアップ
等の作業が不要、また法改正にも対応

・銀行預金やカード等とデータ連携させることで、
会計ソフトが自動仕訳処理
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改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
の
準
備
を

Ｑ
「
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
」
っ
て
何
で
す
か
？

Ａ

税
法
上
保
存
等
が
必
要
な
「
帳
簿
」
や
「
領
収
書･

請
求
書･

決

算
書
な
ど
（
国
税
関
係
書
類
）
」
を
、
紙
で
は
な
く
電
子
デ
ー
タ

で
保
存
す
る
こ
と
に
関
す
る
制
度
で
、
３
つ
の
内
容
に
区
分
さ
れ

て
い
ま
す
。

①

電
子
帳
簿
等
保
存
【
希
望
者
の
み
】

ご
自
身
で
最
初
か
ら
一
貫
し
て
パ
ソ
コ
ン
等
で
作
成
し
て
い
る
帳

簿
や
国
税
関
係
書
類
は
、
紙
で
な
く
、
電
子
デ
ー
タ
の
ま
ま
で
保
存

が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
会
計
ソ
フ
ト
で
作
成
し
て
い
る
仕
訳
帳
や

パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
た
請
求
書
の
控
え
等
が
対
象
で
す
。

さ
ら
に
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
一
定
の
範
囲

の
帳
簿
を
「
優
良
な
電
子
帳
簿
」
の
要
件
を
満
た
し
て
電
子
デ
ー
タ

で
保
存
し
て
い
る
場
合
は
、
後
か
ら
そ
の
電
子
帳
簿
に
関
連
す
る
過

少
申
告
が
判
明
し
て
も
過
少
申
告
加
算
税
が
５
％
軽
減
さ
れ
る
措
置

が
あ
り
ま
す
。

②

ス
キ
ャ
ナ
保
存
【
希
望
者
の
み
】

決
算
関
係
書
類
を
除
く
国
税
関
係
書
類
（
取
引
先
か
ら
受
領
し
た

紙
の
領
収
書
・
請
求
書
等
）
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
、

そ
の
書
類
自
体
を
保
存
す
る
代
わ
り
に
、
ス
マ
ホ
や
ス
キ
ャ
ナ
で
読

み
取
っ
た
電
子
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③

電
子
取
引
デ
ー
タ
保
存
【
要
対
応
】

令
和
６
年
１
月
以
降
の
取
引
に
つ
い
て
、
申
告
所
得
税
に
関
し
て

帳
簿･
書
類
の
保
存
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
者
は
、
注
文
書･

契
約
書･

送
り
状･
領
収
書･

見
積
書･

請
求
書
な
ど
に
相
当
す
る
電
子
デ
ー
タ
を

や
り
と
り
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
電
子
デ
ー
タ
（
電
子
取
引
デ
ー

タ
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※

記
録
の
改
ざ
ん
な
ど
を
防
止
し
、
①
〜
③
の
保
存
を
行
う
た
め

に
は
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
う
必
要
が
あ
り
ま
す

詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

【
電
子
帳
簿
保
存
法
特
設
サ
イ
ト
】

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
が
、
令
和
５
年
末
の
猶
予
期
間

が
終
え
、
令
和
６
年
か
ら
本
格
始
動
し
ま
す
。

こ
の
改
正
で
、
パ
ソ
コ
ン
会
計
利
用
者
及
び
注
文
書
・

請
求
書
な
ど
の
書
類
を
電
子
デ
ー
タ
で
や
り
取
り
し
て
い

る
方
等
多
く
の
会
員
に
影
響
が
出
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
、
事
務
局
で
勉
強
会
及
び
説
明
会
の
開
催
を
検
討

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
１
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

国税庁ホームページより
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専
従
者
、
従
業
員
の
給
与
に

係
る
源
泉
税

【
納
付
期
限
】

原
則…

支
払
い
月
の
翌
月
10
日
ま
で

特
例…

１
月
～
６
月
分(

上
期)

→

令
和
５
年
７
月
10
日(

月)

ま
で

７
月
～
12
月
分(
下
期)

→

令
和
６
年
１
月
22
日(
月)

ま
で

※

特
例
は
、
事
前
に
申
請
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。(

注)
※

源
泉
徴
収
税
額
に
は
復
興
特
別
所
得
税
が

加
味
さ
れ
ま
す
。

源
泉
サ
ポ
ー
ト
時
の
持
ち
物

①
令
和
５
年
分
、
従
業
員
別
の
源
泉
徴
収
簿

※

６
月
ま
で
の
給
与
・
賞
与
の
支
給
金
額

等
の
記
載
が
必
要
で
す
。

②
令
和
４
年
分
、
従
業
員
別
の
源
泉
徴
収
簿

※

前
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
過
不
足
税
額

の
確
認
で
使
用
し
ま
す
。

③
令
和
５
年
分
、
従
業
員
別
の
扶
養
控
除
等

(

異
動)

申
告
書

※

配
偶
者
・
扶
養
者
の
所
得
見
積
、
生
年

月
日
、
障
害
の
有
無
等

④
報
酬
の
源
泉
に
関
し
て
は
、
各
支
払
額
等

が
分
か
る
も
の

⑤
税
務
署
よ
り
送
付
さ
れ
た
納
付
書
（
領
収

済
通
知
書
）

⑥
会
員
カ
ー
ド

外
注
先
へ
の
報
酬
に
係
る
源
泉
税

【
納
付
期
限
】

支
払
い
月
の
翌
月
10
日
ま
で

★
税
理
士
報
酬
等
は
、
事
前
に
申
請
書
を
提

出
す
る
事
で
給
与
と
同
様
に
特
例
納
付
が

あ
り
ま
す
。(

注)

★
外
注
先
の
業
種
・
内
容
等
に
よ
り
源
泉
徴

収
義
務
の
有
無
が
決
ま
り
ま
す
が
、
『
報

酬
の
支
払
先
が
法
人
の
場
合
』
や
『
給
与

の
支
払
が
無
い
個
人
の
方
が
支
払
う
報

酬
』
は
、
特
殊
な
報
酬
以
外
は
源
泉
徴
収

義
務
が
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
一
定
金
額
以
上
の
支
払
の
場
合
、

源
泉
徴
収
義
務
が
な
く
て
も
税
務
署
へ
支

払
調
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

★
源
泉
徴
収
税
額
に
は
復
興
所
得
税
が
加
味

さ
れ
ま
す
。

給
与
等
を
支
払
う
事
業
者
は
、

税
務
署
へ
の
届
出
等
と
、

源
泉
徴
収
の
義
務
が
生
じ
ま
す
！

(

注)

給
与
及
び
報
酬
を
支
払
う
者
の
現
況
が
、
『
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
従
業
員
が
常

時
10
人
未
満
の
場
合
』
の
み
納
期
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の源泉徴収簿

上
記
書
類
に
必
要
事

項
を
ご
記
入
の
上
当
日

事
務
局
ま
で
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

書
類
が
お
手
元
に
な

い
場
合
に
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
当

会
に
在
庫
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

毎
年
７
月
と
12
月
に
大
井
第
三
地
域
セ

ン
タ
ー
で
開
催
し
て
い
た
「
西
大
井
地
区

源
泉
出
張
サ
ポ
ー
ト
」
は
、
利
用
会
員
の

減
少
等
の
理
由
に
よ
り
、
終
了
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

今
後
の
源
泉
サ
ポ
ー
ト
は
、
ご
予
約
の

上
事
務
局
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

源
泉
出
張
サ
ポ
ー
ト
の

終
了
に
つ
い
て
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【
死
亡
又
は
出
国
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
死
亡
さ
れ
た
方
や
一
年
以
上
出
国
さ
れ
る

方
は
原
則
、
一
定
期
間
内
に
『
準
確
定
申

告
』
が
必
要
で
す
。

【
廃
業
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
廃
業
さ
れ
た
方
で
も
、
そ
の
年
に
事
業
所

得
等
が
あ
る
場
合
は
原
則
と
し
て
確
定
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

詳
細
は
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

【
会
員
の
慶
弔
規
定
に
関
し
て
】

★
慶
弔
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
・
祝
金
を
会
よ

り
お
渡
し
し
ま
す
。

な
お
、
そ
の
事
実
か
ら
３
ケ
月
以
内
に
事

務
局
へ
ご
連
絡
頂
く
事
が
適
用
条
件
で
す
。

※

詳
細
は
お
問
合
せ
下
さ
い
。

【
土
曜
日
営
業
に
つ
い
て
】

★
６
月
～
12
月
ま
で
の
第
一
土
曜
日(

祝
日

を
除
く)

は
通
常
営
業
致
し
ま
す
。

な
お
、
出
社
し
て
い
る
職
員
が
通
常
よ
り

も
少
な
い
た
め
、
予
約
制
に
よ
る
入
場
制

限
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

【
駐
車
場
に
つ
い
て
】

★
車
で
の
ご
来
局
予
定
の
方
は
、
駐
車
ス

ペ
ー
ス
の
都
合
上
近
隣
の
有
料
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
電
車
・
バ
ス
等
の
公
共
交
通

機
関
や
自
転
車
等
で
の
来
局
を
お
勧
め
し

ま
す
。

※

当
会
に
て
自
転
車
保
険
・
交
通
傷
害
保
険

取
り
扱
っ
て
ま
す
。

転
居
・
廃
業
等
さ
れ
た
方
へ

【
転
居
や
結
婚
さ
れ
た
方
な
ど
】

①(

一
社)

品
川
青
色
申
告
会
の
登
録
情
報
を

変
更
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
連
絡
下

さ
い
。

※

共
済
や
保
険
に
ご
加
入
の
方
は
変
更
手
続

き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
請
求
時
等

に
お
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

お
引
っ
越
し
先
が
遠
隔
地
で
も
、
品
川
の

青
色
申
告
会
に
継
続
し
て
所
属
が
出
来
ま

す
。
最
寄
り
の
青
色
申
告
会
へ
異
動
を
ご

希
望
の
方
は
お
申
し
付
け
下
さ
い
。

※

氏
名
が
変
わ
っ
た
方
は
税
務
署
へ
届
出
書

の
提
出
を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
氏
名
変
更
後
に
旧
姓
名
義
の
口
座

を
還
付
口
座
に
指
定
す
る
事
は
出
来
ま
せ

ん
。

②
転
居
さ
れ
た
場
合
、
各
種
送
付
文
書
の
送

付
先
の
変
更
等
の
た
め
、
確
定
申
告
期
前

に
納
税
地
の
異
動
又
は
変
更
を
す
る
と
き

は
、
「
所
得
税
・
消
費
税
の
納
税
地
の
異

動
又
は
変
更
に
関
す
る
申
出
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
事
務
局
に
て
各
種
届
出
書
作
成
の
サ
ポ
ー

ト
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
印
鑑
を
お
持
ち

下
さ
い
。

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ

予
定
納
税
減
額
承
認
申
請
に
つ
い
て

６
月
中
旬
頃
に
、
一
部
の
方
に
向
け
て
税
務
署
か

ら
『
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税
額

の
通
知
書
』
と
い
う
封
書
が
届
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど
を
基

に
計
算
し
た
金
額
（
予
定
納
税
基
準
額
）
が
15
万
円

以
上
で
あ
る
場
合
、
そ
の
年
の
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め
納
付
す
る
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
予
定
納
税
と
い

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
所
得
税
等
の
前
払
い
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
６
月
30
日
の
現
況
で
当
年
度
の
「
申
告

納
税
見
積
額
」
が
、
「
予
定
納
税
基
準
額
」
よ
り
も

少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
等
は
、
予
定
納
税

の
減
額
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
も
、

前
年
度
の
確
定
消
費
税
額
に
応
じ
て
、
中
間
納
付
税

額
を
記
載
し
た
書
面
が
届
き
ま
す
の
で
、
書
面
が
届

き
ま
し
た
ら
、
中
身
を
確
認
し
ご
不
明
点
等
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
所
轄
税
務
署
及
び
申
告
会
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

確定申告書の控について
いる納税額管理表のこの
欄に数字が入っている人
は届く可能性が高いです。
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